
制限付き一般競争入札実施要領 
※入札参加についての注意事項もご覧ください。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）案 件 名  令和７年度下水道ポンプ場等自家用電気工作物保安管理業務委託（長期継続契約） 

（２）業 務 内 容  仕様書のとおり 

（３）履 行 期 間  令和７年７月１日 ～ 令和１０年６月３０日 

（４）予 定 価 格  ￥２４３，５８８（月額・税込） 

（５）最低制限価格  なし 

（６）契 約 金 額  落札額（月額）の３６ヶ月分における金額 

（７）契約保証金  契約金額の１００分の３に相当する金額以上とする。 

ただし、契約金額の年間相当額が５００万円未満の場合は免除とする。 

（８）仕 様 書 等  東大阪市ウェブサイトへ掲載する。 

 

２ 契約条項を示す場所及び日時 

（１）場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

      東大阪市役所 １３階 下水道部 下水道総務室 総務契約課 

（２）日時 令和７年５月２９日（木）午前９時 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

本市の令和６・７・８年度入札参加有資格者名簿において、業種・種目「１１－１（機械設備保守

点検－電気設備）」を第一希望としていること。 

 

４ スケジュール（郵便による入札を実施します） 

項目 日程 手続の方法 

質疑受付 

令和 7年 5月 29日（木） 

午前 9時から 

令和 7年 6月 3日（火） 

午後 5時まで 

①入札事務手続きに関すること 

担当課：下水道総務室総務契約課 

gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp 

②業務内容に関するもの 

担当課：下水ポンプ施設課 

gesuishisetsu@city.higashiosaka.lg.jp 

別紙質問用紙に記入し、上記担当課までメールにて送付

すること。なお、回答については質問者にのみ、メールに

て令和 7年 6月 5日（木）までに行うものとする。 

入札締切 
令和 7年 6月 9日（月） 

午後 5時まで 

入札参加に必要な書類を下水道総務室総務契約課へ郵送

すること。 

具体的な提出書類等については「５提出書類について」

を参照のこと。 

（一般書留郵便 又は 簡易書留郵便） 

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
gesuishisetsu@city.higashiosaka.lg.jp


開札 
令和 7 年 6 月 10 日（火）

午後 1時 10分～ 

東大阪市役所１３階会議室 

※開札の立会いについては任意とする。立会い希望の方

は、本書を持参すること。 

 

５ 提出書類について 

提出書類は、令和 7年 6月 9日（月）午後 5時までに必着とする。郵送方法は、一般書留郵便又は

簡易書留郵便とする。なお、郵送で提出した旨を契約担当(ＴＥＬ：０６－４３０９－３２４６)まで

電話連絡し、到達を確認すること。提出書類と封筒への封入方法については以下のとおりとする。 

 

上記書類を一般書留郵便又は簡易書留郵便にて郵送すること。（※詳細は別紙「 封筒記載方法 」を

参考） 

 

【送付先】 

〒５７７－８５２１ 

東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市上下水道局 下水道部 下水道総務室 総務契約課 

    

６ 入札参加資格の有無について 

 外封筒に封入された①入札参加申請書を確認したうえ、メールにて令和 7年 6月 9日（月）までに

入札参加資格の有無を通知する。メールの送付先については、入札参加申請書に記載のメールアドレ

ス宛に送付するものとする。 

 

７ 落札者決定方法について 

（１）落札者の決定は、本市予定価格以内の最低額をもって入札した者とする。 

（２）予定価格以内で入札がない場合は、入札不調とする。 

（３）落札者となるべき同価格の入札者が２者以上の場合は、くじにより落札者を決定 

する。この際に、入札参加者が立会っていない場合、入札事務に関係のない職員が替わりにくじ

を引くものとする。 

 

８ 支払事項 

毎年度業務終了後、年度払いとする。 

 

９ その他 

（１）次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。 

   ① 親会社（会社法第 2 条第 4 号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第

① 入札参加申請書 外封筒に封入。 

② 入札書 
内封筒に封入。 

※金額は総額ではなく月額（税込）を記入すること。 

③ 内訳書 内封筒に封入。様式は問わないものとする。 



2条第 3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある者 

   ② 親会社を同じくする子会社同士の者 

   ③ 一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている

者 

   ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第１項又は民事再生法第 64条第 2項

の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 

（２）官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。 

（３）入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得

た場合は、落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。 

（４）入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。

調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。 

 

１０ 問い合わせ先 

〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（契約担当） 

TEL ０６－４３０９－３２４６ 

メールアドレス gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp 
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